
別紙様式2-1 提出先 茨城県

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善計画書（令和 4 年度）

1 基本情報く共通＞

フリガナ カブシキガイシャハナワケンセッ

法人名 株式会社塙建設

T 316-0012 I 
法人所在地 茨城県日立市大久保町5-4-16

フリカナ ハナワマサコ

書類作成担当者 塙正子

連絡先 電話番号 10294-36-0470I FAX番号 10294-36--0463I E-mail lsoumu@hanawa-const.cc 

【本計画書で提出する加算】※取得予定の加算について「0」、取得しない加算について「 X」を選択すること。

ョ介護ー職員処遇改善加算（処遇改善加算）［］介護職員等ー特定処遇改善加算（特定加［］介護職員等ベースアップ等支援加算（ベースアップ等加f,l:)

※すでに処遇改善加算•特定加算を算定している事業所が、＾ n4 10月じ にベースア、プ加 ー るために圭百
合、ベースアップ等加算の算定に必要なセルのみ記入することn

※「XIをつけた加算に係る記入欄（グレーになるセル）は、記入不要。

2 賃金改善計画についてく共通＞

(1)加算額を上回る賃金改善について

•本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況（利用者数等）、人員配置状況（職員数等）その他の事由により変動があり得る。
• (1)では以下の要件を確認しており、オレンジセルが「OIでない場合、加算取得の要件を満たしていないn

I 介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
II 介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善の見込額が、同加算の算定見込額を上回ること
II1 介護職員その他の職員の賃金について、 ベースアップ等加算による賃金改善の見込額が、 同加算の算定見込額を上回ること

処遇改善加算 特定加算 ベースアップ等加算

゜① 令和 4 年度の加算の見込額 円 円 1,110,354 円

賃（右金側改の善額のは見加込算額見(i-ii) 
② 込額を上回ること）

円 円 1,118,000 円

i)それぞれの加算の算定により賃金改善を行っ (1) 
円

(2) 
円

(3) 46,523,438 円
場合の賃金の総額（見込額）

しii実)前施年さ度れのる賃貨金金改の善総額額及（処び遇独改自善の加賃算金等改を善取額得 【基準額1】 ［基準額2】 【基準額3】

円 円 45,405,438 円
を除く）【基準額1・基準額2・基準額3】

（ア）前年度の賃金の総額 (4) 円 (5) 円 (6) 52,706,948 円

（イ）前年度の処遇改善加算の総額 (7) 円 (8) 円 (9) 6,058,743 円

（ウ）前年度の特定加算の総額 (10) 円 (11) 円 (12) 1,242,767 円

（（エ介）護前職年員度処のベ遇ー改ス善ア支ッ援プ補等助加金算のの総総額額を含
(13) 

円
(14) 

円
(15) 

0 円

（オ）前年度の各介護サービス事業者等の
円 円 0 円

独自の賃金改善額

【賃金の総額に係る記入上の注意】

. (1)には、処遇改善加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の介護職員の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、特定加算、処遇
改善支援補助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）

. (2)には、特定加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、処遇改善加算、処遇改善支援補
助金及びベースアップ等加算を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）

. (3)には、ベースアップ等加算の算定のみにより賃金改善を行った場合の賃金総額（見込額）を記載すること。（すなわち、処遇改善加算、特定加

算及び処遇改善支援補助金を取得し実施される賃金の改善見込額を除いた額を記載すること。）

・(4)には、介護職員のみの賃金の総額を記載すること。

・(5)には、事業所に従事するすべての職員（介護職員及びその他の職種）の賃金の総額を記載すること。

• (6)には、ベースアップ等加算の配分対象が介護職員のみである場合、介護職員のみの賃金の総額を記載することとし、原則として(4)と同一の数
値を記載すること。また、ベースアップ等加算の配分対象にその他の職種を含む場合、事業所に従事するすべての職員（介護職員及びその他

の職種）の賃金の合計額を記載することとし、原則として（5）と同一の数値を記載すること。

・ (1)~(6)には、それぞれの加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

【加算の総額に係る記入上の注意］

・(7)~(15)は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」「介護職員処遇改善支援補助金

支払額通知書」に基づき記載すること。

• (10) (13)には、前年度の特定加算・ベースアップ等加算の総額のうち、介護職員に支払われた加算額のみを記載し、 (11)(12)(14)(15)には事業

所に従事するすべての職員（介護職員とその他の職種）に支払われた加算額（加算額の総額）を記載すること。

【独自の賃金改善額に係る記入上の注意］

・ ② ii)（オ）の独自の賃金改善額とは、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分（初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行っ
たものに限る。処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算に係るものを除く。）をいうものであり、「 (5)ハ各介護サービス事業者等による

処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を記載すること。



(2)介護職員処遇改善加算

①処遇改善加算の見込額／②賃金改善の見込額

③算定する処遇改善加算の区分／④処遇改善加算の算定対象月

別紙様式2-1 2(1)のとおり

別紙様式2-2のとおり

⑤賃金改善実施期間 l令和 年 月～令和 年 月（ か月）

(3)介護職員等特定処遇改善加算

①特定加算の見込額／②賃金改善の見込額 別紙様式2-1 2(1)のとおり

③処 遇改善加算の取得状況 別紙様式2-2のとおり

④算定する特定加算の区分／⑤介護福祉士の配置等要件（サービス提供体制強化

加算等の届出情報）／⑥特定加算の算定対象月
別紙様式2-3のとおり

⑦平均賃金改善額
経験・技能のある

他の介護職員(B) その他の職種(C)介護職員(A)

i)前年度の賃金の総額（貨処金遇改改善善額加を算除等くを）（取h)得し実施され
る賃金改善額及び独自の 円 円 円

ii)前年度の常勤換算職員数(i) 人 人 人

iii)前年度の一月当たりの常勤換算職員数(j) 人 人 人

iv)前年度のグループ毎の平均賃金額（月額）【基準額4】(h)/(i 円 円 円

0(A)のみ実施 0 円レ ／ v)グループ毎の平均賃金改善
(0円） （ 0 円）額（月額）（g)/(j）／（k)

※予定している配分方法について選
O(A)及び(B)を実施 #VALUE! 円 #VALUE! 円

／ 択すること。（いずれか1つ） （ #VALUE! 円） (#VALUE! 円） (#VALUE! 円）
※当該年度の特定加算の見込額と前
年度の一月当たりの常勤換算方法に @(A)(B)(C)全て実施 #VALUE! 円 ijVALUE! 円 #VALUE! 円
より算出した職員数から算出した一人

（ #VALUE! 円） （ #VALUE! 円） （ #VALUE! 円） （ #VALUE! 円）当たり配分額（月額）。（括弧内はグ
ループ毎に配分可能な加算総額（年 〇上記以外の方法で実施 円 円 円
額））

（ 0 円） （ 0 円） （ 0 円） （ 0 円）

月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者LJ人（見込）

（「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由）

□小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

口職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

ロ月額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確
化することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

-□その他（ ） 

⑧ 賃 金改善実施期間(k) I 令和 年 月 ～ 令和 年 月（ か月）

【記入上の注意】

• (3)⑦ i)の「前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）」には、一括申請を行う
場合については、原則として、前年1月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」には、賃金改善前の賃金が
既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。

• (3)⑦iii)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤
換算方法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職
員については、「その他の職種(C)」の常勤換算職員数に含めること。なお、「その他の職種(C)」については、実人数によることもできる。

(4)介護職員等ベースアップ等支援加：
¥ q }'-・は、貝宰屯音Vノ ‘百百T餓Vノ 0‘刀•vノム以 ..r:.IJよ、丞平和入 iぶ大よつヽ洪片又か4J4 し〇ナヨ Vノり l...r::.V) に冗＼り 4 し O - とを碓硲ししや

り、
ナ l/‘バ；；ヤ,,ぷゞ 「r¥l でかい坦今 tin笛節俎の亜仕た満ヤ lヤいが、ヽ

①ベースアップ等加算の 見 込 額 ／ ② 賃 金 改 善 の 見 込 額 別紙様式2-1 2(1)のとおり

③処遇改善加算の取得状況／④ベースアップ等加算の算定対象月 別紙様式2-4のとおり

⑤ベースアップ等による賃金改善の見込額等

•一 l
i)介護職員の賃金改善の見込額 (n-1) 1,118,000 円

（うち、 ベースアッフ等による賃金改善 785,000 円 (Eコ）％ く一

゜の

見込額）（n-2) （一月あたり I 30, 833 円） 要

一件i)その他の職員の賃金改善の見込額 (o-1)

゜
円

（うち、ベースアップ等による貨金改善

゜
円 (Eヨ）％ くー

の

見込額）（o-2) （一月あたり 1

゜
円）

⑥賃金改善実施期間 I 令和 4 年 10 月 ～ 令和 5 年 3 月（ 6か月）

［記入上の注意］

・ ④ i (n-1)と④ii(o-1)の合計額は、ベースアップ等加算による「賃金改善の見込額J((1)②の最右欄）と一致すること。

i 

， 
l 



(5)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ処遇改善加算

巴工戸 本給 □手当（新設） □手当（既存の増額） 口:

（当該事業所における貨金改善の内容の根拠となる規則・規程）

口その他

具体的な取組

内 容

ロ特定加算

経験・技能の

ある介護職員

の考え方

賃金改善を行

う職員の範囲

賃金改善を行

う給与の種類

□就業規則の見直し □賃金規程の見直し ［コその他（

（賃金改善に関する規定内容）※上記の根拠規程のうち、 賃金改善に関する部分を記載。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を工挫とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） l令和 年 月（ □実施済 □予定 ） 

□(A)経験・技能のある介護職員 □(B)他の介護職員 □(C)その他の職種

((A)にチェック(V)がない場合その理由） 1 

□基本給 □手当（新設） □手当（既存の増額） □賞与 □その他

（当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程）

□就業規則の見直し □賃金規程の見直し □その他(

変更なし

） 

（賃金改善に関する規定内容）※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。沼格・手当等に含めて只金改善を行う場合、その旨

具体的な取組

内容

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を王挫とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 1令和 年 月 （□実施済 □仔定 ） 

六 戸 吐／Ju人、、 HIJ千反に匹山しl-口I>=-...，ノ匹点 1』内ーしJ ツ冬人／J ＇6-,..，，，,,J口 9←冬人＇よし」 I-0ノ＋ソノ 9 J ソ'<,)......I□変更なし

ハベースアップ等加算

賃金改善を行
ベースアップ等 □ 基本給

口 決まって毎月支払われる ［コ 決まって毎月支払われる
手当（新設） 手当（既存の増額）

う給与の種類 その他 □手当（新設） □]手当（既存の増額） ビl 賞与 □ その他 （ ） 

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

□就業規則の見直しピ］賃金規程の見直し □その他（ ） 

（賃金改善に関する規定内容） ※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載。

具体的な取組

内容 賃金規定にベースアップ等支援加算手当として新設。手当の額は介護職員に月額1500円～3.500円程度とする。（支給額は資
格・経験・勤務時間による）ベースアップ等支援加算額の残りは既存賞与に加えて支給する。以上を全介護職員に周知する。

※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を工継とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 1令和 4 年 10 月 （□実施済 □予定 ） 

か 上5応 JJ1..1人、、 Hl」千皮t'-1疋山し/'----PIl=l戸 Vノ叫叫 ・J心 ;J'名又y.:_/.Jな V 初口はT 久、文Iよし」 I'-DJキソ ノ ＼.. J ソ’吐— I し」変更なし



二各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の配分を除く賃金改善

(1)② ii)（オ）の「前年度の各介護サービス事業者等の独自 の賃金改善額」に計上する場合は記載すること。

独自の賃金改

善の具体的な

取組内容

---
一

＇ ＇ 独自の賃金改 I ＇ 
善額の算定根

拠 ＇ 

3 キャリアパス要件についてく処遇改善加算＞

次の要件について該当するものにチェック(V)し、必要事項を具体的に記載すること。

キ言そ ミ ： 三三：←:竺竺丘口め定□::巳竺門門□該当

ハイ、口について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

□非該当

-'□変更なし

キャリアパス要件11 次のイと口両方の基準を満たす。 l加算 I• IIの場合は必ず「該当［］該当 □非該当

イ
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を

策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとと

もに、介護職員の能力評価を行う。 ※当該取組の内容について下記に記載すること

に① 

イの実現のための具体的な

取組内容

（該当する項目にチェック

（ヽ）した上で、具体的な内容 資格取得のための支援の実施※当該取組の内容について下記に記載すること
を記載）

口② 

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

穴工叫戸巫し、 HIJ出知哀山しlゴI 四声•Vノ即し叡 r 、J-,::rしJ ⑳ぷIJ ＇ょ V 初口 VcJ.- 友文Iよし」 9'-Oーノエ‘クノ＼V J 9 0-I □変更なし

キャリ：；；：：門つし区::；：ク：：：：竺：：：昇給する仕組！：「；：）：：；；［：：し定：ば〗；給を判:□：竺：組
ィみを設けている。

具体的な仕組みの内容（該

当するもの全てにチェック

(V)すること。）

経験に応じて昇給する仕組み
①I ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

②I 
資格等に応じて昇給する仕組み
※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただ
し、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要す
る。

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

I I③¥※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な
評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロイについて、全ての介護職員に周知している。

]□変更なし

※要件mを満たす（加算iを算定する）場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、指定権者からの求めがあった場
合には速やかに提出できるよう、適切に保管すること。



4 職場環境等要件についてく処遇改善加算•特定加算＞
(”‘ .J 

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で必ず1つ以上にチェック(V)すること。（ただし、記載するに当たっては、選択した
キャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。）
（特定加算）

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必士金ヱにチェック(/)すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の
向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取

組」、「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の取組を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別の取組を行うことは要しな
V、̂

区分 内容

し」法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

入職促進に向 □事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

けた取組 □他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

□職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上や

LJ働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとす
る者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

キャリアアップ □研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

に向けた支援 □エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

□上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

□子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

両立支援・多 □職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職

様な働き方の 員への転換の制度等の整備

推進 □有給休暇が取得しやすい環境の整備

□業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心
Lロ」 介よ湿づる護七吋腰職l●痛I員創対の佑策身力の体躙実のつ施負守担も又軽か減の19たEめ9よ霞の介康護砂技印l術.^のl‘修レ^得）支エ援ソ、‘ノ介ーて護、枇ロポ釆ッ只トいや心リフルト等瓜の心介主護レ機）ー叔器厘等守導蛤入I朱及目び注研刈修如等に｝ 

身の健康管理 □雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

□事故・トラブルヘの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

□タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

生産性向上の 口嵩齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外

ための業務改 の業務の提供）等による役割分担の明確化

善の取組 □ 5S活動（業務管理の手法の1つ。 整理 ・整頓•清掃•清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備
□業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
□ コ‘K—・全―ノィ/ソ守9'--ぷ 立1訊咳ir平ベユ ’ノ ／立 Vノr"目 lし''-ふ';,JI回 '-< Vノノln文叫戸、 ’ ^‘..Jさ乞咋ばんに諏l朽5刀＾ヽ ＇ノノ r.J 心•V ノ

やりがい・働き □ 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童•生徒や住民との交流の実施
がいの醸成 □利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

I lケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
力土・叫11...../JWん 、fllJ千戊II....匹：山し/1....111iq戸ツ叫帆t』口りレ？冬入IJ ふ V -•WJ 口 9ふ冬入 ＇がし」 9I....u ノキソ ＇ノ＼▼ }ソ 'J-1仁］変更なし

5 見える化要件についてく特定加算＞
実施している周知方法について、チェック(V)すること。

；二」月：こ詈／二二二戸竺掲載予定
-'□変更なし

以下の点を確認し、全ての項目にチェックして下さい。

確認項目 証明する資料の例

□加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。 就業規則、給与規程

□処遇改善加算等として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します 給与明細

□加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録証

□キャリアパス要件nの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質向上のための計画

ビl労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法

その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

ピl労働保険料の納付が適正に行われています。
刀 1勁沐l次 1渕 1ポ成立／由、碓J!::.1木 l疾科中古

圭

□本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。 会議録、周知文書

※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※本表への虚偽記載の他、処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の請求に関して不正があった場合は、介護報酬の返還や指定

取消となる場合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していること
を誓約します。

令和 4 年 8 月 17 日 法人名株式会社塙建設
代表者職名代表取締役 氏名 塙 正雄


